
が講ずべき措置,解雇や整理解雇に当たって使用者が講ずべき培置などがあ

るo

労働契約法制.における指針臥それ自体では法的拘束力はないやのの.労
使当事者の行考規範としての意味はあると考えられるoまた1上記のような
指針は合理的な内容のものとして裁判所において甚晒勺されることが期待さ

れるo

3 労働契約法制の履行確保措置

上記1のとおり,労働契約牡制は,労使当事者の自主的な決定を促進するこ

とを目的とするものであるからl.その履行も基本的に労使当事者間の信額関係
によって図られるべきである.この履行は-最終的には民事裁判によって確保

されるが,履行に係る行政の関与につbても-労使当事者間で労働契約をめぐ

る紛争が生じlかつ,労使当事者が行政の指導.助言等を求めた場合に行うこ

とを原則とすべきである.

このような場合に対応する仕組みとして呼.既に個別労働関係紛争の解決の
促進に関する法律に基づき個別労働紛争解決制度が設けられ1相当の実績を上

げても,ることからl労働契約法制の履行に係る行政の関与は同制度に従って行

い1監督指導は行わないことが適当と考えられるo

ただし二労働契如法制におVlても.労使当事者間の情報の質及び量の格差や

交渉力の柊差にかんかみ,また,紛争の未然防止等を図るため,行政として労
使当事者からの労働契約に関する相談に応じたり,関係法令や契約の条項に係

る-定の解釈の指針等を示すなどするほか,労働契約に関する資料.情報を収

集して労使に対して適切な情報捷供を行うなどの必要な援助は適時適切にな
されるべきであるo

4 労働契約法制の対象とする者の範囲

くり労働契約.労働者の範囲

労働契約法制の知象を定めるに当たっては, r労働者Jを定義することに

より労働契約法制の対象とする者の範囲を画する方法もあれば,.r労嘩契

約Jを定義しこれにより対象箪囲を画する方法もあJろoいずれの方法を取る

としても,労働基準法に定めるr労働者Jやr労働契軌との関嘩は問題と
なる.また,労働契約法制の対象とする r労働契約Jと民法に定める雇用契

約との関係も間題になるとの意見があった.

ここで,労働契約法制の対象とする者の範因にはl少なくとも労働基準法

上の労働者は含まれる.と考えられる..また,労働基準法の適用が除外されて

いる同居の親族のみを使用する事業や家事使用人への労働契約法制の適用

の是非については,引き続き検討することが適当と考えるo このほか-.労働
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